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7 麟軌芳彦亭薯  

g．コミュニケーシヲン支度貴君  
（1）手話通訳派遣  

H17．10   

実施市町村数  502／1，843  

； ご三－≡チ  烹〕講f三g⇒こ‡二まご【  三試㍍凍プ≠拷三ヒ蔓軍宍  

H17．10   

実施市町村数  338／1，843   

r主矢；嘉㌻べ泌三1）；℃緑蕾 

（3）要約筆記派遣  

H17．10   

実施市町村数  180／1，843  

ヰ璧  ｝士・、混ぜi．， ∵∴ご巧，‘汽∵だ  音r意  

奇観豆  ナ♭、炭   
潔ミⅦ実  5≡迂ン震訂煮詔きご二 

β β常生温島貫潜〝夢夢者  

H17．10   

実施市町村数  1，724／1，843  （
塘
彗
一
－
一
）
 
 
 

（注1）H18．10～H19．3の市町村数（1，827市町村）はH19、3．31時点の全国市町村数である  
（注2）H19．4～H20．3の市町村数（1，816市町村）はH20．3．31時点の全国市町村数である。  
（注3）H20．4～H21．3の市町村数（1，800市町村）はH21．3．31時点の全国市町村数である。  ※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ  



移動支援事業の実施状況【都道府県別】  
○各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。  
○全体では1，549市町村／1，800市町村（H21．3．31現在）で実施割合は86．1％である。  

（
塘
警
－
～
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※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ   

′紆’二  



コミュニケーション支援事業の実施状況【都道府県別】  

○ 各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。  
○ 全体では1，351市町村／1，800市町村（H21．3．31現在）で実施割合は75．1％である。  
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※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ   
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※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ  



○ 各都道府県内の市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。 
○ 全体では市町村1 378／1 796市町村で実施割合は76 7%である

 地域活動支援センター基礎的事業の実施状況【都道府県別】 
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○ 全体では市町村1,378／1,796市町村で実施割合は76.7%である。 
※ 一部の被災市町村については、実施状況を確認することができないため、市町村数に含まれていない。 
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※自治体からの報告に基づき厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室において集計したもの。 

※２３年８月に差し替えたもの。 
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地域生ラ舌支援事業実施要糸岡 新l日対照表 （案）  
（下線部が改正部分）  

現  行  改     正  案  

別 紙 1  

地域生活支援事業実施要綱  

1 目的～6 留意事項 （略）  

（別記1） （略）  

（別記2）  

コミュニケーション支援事業  

1 目的～3 対象者 （略）  

4 留意事項  

（1） （略）   

（2） 「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。  

別 紙 1  

地域生活支援事業実施要綱  

1 目的～6 留意事項 （略）  

（別記1） （略）  

（別記2）  

コミュニケーション支援事業  

1 目的～3 対象者 （略）  

4 留意事項  

（1） （略）   

（2）「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。  

ア 「手話通訳者」   

（ア）「手話通訳士」  

ア 「手話通訳者」   

（ア）「手話通訳士」  手話通訳を行う者の知識及び技能の審査■証明事業の  

認定に関する規程（平成元年5月20 

08号）に基づき実施された手話通訳技能認定試馬剣こ合  

格し、登録を受けた者  

都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において  

手話通訳者として登録された者  

市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業に  

おいて「手話奉仕員」として登録された者  

手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の  

認定に関する省令（平成21年3月31日厚生労働省令  

第96号）に基づき実施された手話通訳技能認定試験に  

合格し、登録を受けた者  

都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において  

手話通訳者として登録された者  

市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業に  

おいて「手話奉仕員」として登録された者  

（イ〉「手話通訳者」・■  

（ウ）「手話奉仕員」‥  

イ （略）  

（別記3）～（別記8） （略）   

（イ）「手話通訳者」・・  

（ウ）「手話奉仕員」‥  

イ （略）  

（別記3）～（別記8） （略）  



（別記9）  

サービス・相談支援者、指導者育成事業  

1 目的 （略）  

2 事業内容  

（1）～（4〉 （略）  

（5） 手話通訳者養成研修事業  

ア 事業内容 （略）  

イ 留意事項   

（ア）平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「手  

話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本に実施すること。  

（イ）実施主体は、養成講習を修了した者に対して、登録試験を行い、合格者について、  

本人の承諾を得て、通訳者としての登録を行うこと。登録した通訳者に対しては、  

これを証明する証票を交付するとともに、本人の通訳活動の便宜を図るため、その  

住所地の市町村に名簿を送付すること。なお、活動ができなくなった通訳者につい  

ては、証票を返還させ登録を抹消すること。   

（6） 盲ろう着通訳t介助員養成研修事業  

ア 事業内容 （略）  

イ 留意事項  

「盲ろう通訳・ガイドヘルパー指導者研修会」（国立身体障害者リハビリテーショ  

ンセンター学院主催）や「盲ろう者向け通訳者養成研修会」（社会福祉法人全国盲ろ  

（別記9）  

サービス・相談支援者、指導者育成事業  

1 目的 （略）  

2 事業内容  

（1）～（4） （略）  

（5） 手話通訳者養成研修事業  

ア 事業内容 （略）  

イ 留意事項   

（ア）平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知  

「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本に実施するこ  

と。   

（イ）実施主体は、養成講習を修了した者に対して、登録試験を行い、合格者について、  

本人の承諾を得て、通訳者としての登録を行うこと。登録した通訳者に対しては、  

これを証明する証票を交付するとともに、本人の通訳活動の便宜を図るため、その  

住所地の市町村に名簿を送付すること。なお、活動ができなくなった通訳者につい  

ては、証票を返還させ登録を抹消すること。   

（6） 盲ろう者通訳・介助貞養成研修事業  

ア 事業内容 （略）  

イ 留意事項  

「盲ろう通訳・ガイドヘルパー指導者研修会」（国立障害者リハビリテーションセ  

ンター学院主催）や「盲ろう者向け通訳者養成研修会」（社会福祉法人全国盲ろう者  

う者協会主催）を修了した者を活用するなど、両研修会の内容を参考に実施すること。   

（7）～（9） （略）  

3 留意事項 （略）  

（別記10）・（別記11） （略）  

別 紙 2 （略）   

協会主催）を修了した者を活用するなど、両研修会の内容を参考に実施すること。   

（7）～（9） （略）  

3 留意事項 （略）  

（別記10）・（別記11） （略）  

別 紙 2 （略）  



（資料1－4）  

コミュニケーション支援広域支援検討事業   

都道府県別実施状況（平成21年度）  

既に実施   21年度より実施   22   既に実施   21年度より実施   22   
年度 より  

都道府県名         年度 より 実施   より  
より 実施   実施   

北準道   7  

○  滋賀県   ○   

l  ○  京都府   1  青森県  【  ○   

【  岩手県   ○  大阪府   
†  

重  

1   ○  

宮城県  
l u  

○  兵庫県   
【 ” ＼  ○  

秋田県   ○  奈良県   
L  

○  

山形県   ○  和歌山県  △【  」  
】  ○   

福島県  ○  鳥取県   

茨城県  ○  島根県   ○   

栃木県   
i  

○  岡山県   （⊃   

群馬県  △  △  ○  広島県   
芦   ○  

埼玉県  ○   山口県   
F  

○  ○  

千葉県  ○  徳島県  
○  

東京都   【○  香川県  ○   

神奈川県  ○  愛媛県  
t   ○  

新潟県  ○  
高知県  ○  ○   1  

富山県   ○  福岡県  
！  

○   

石川県   
‡  ○  ○  

佐賀県  
○  

福井県  ○  （⊃  長崎県  ○   

山梨県   ○  熊本県  ○   

長野県   ○  
1  

大分県  ○   

岐阜県   
【  

l  

○  宮崎県   

】  

l  

0   

静岡県   ○  鹿児島県   ○  

愛知県  
○墓  

沖縄県  ○ 

○   
三重県  △  △  

計   4  3  8  6  10  2  21   

＊上記欄中「既に実施」について、全市町村において統一的な広域派遣の仕組みが確立されている  
県については「O」印を、県で統一的な要綱を示し一部市町村で広域派遣を実施している県につい  
ては「△」印を記載。  

－22－  

鳥I   ‖  



小規模作業所の新体系等への移行状況調査  
○ 平成18年4月以降の新体系等への移行状況調査を実施した結果、平成21年4月時点では68．3％の小規模   

作業所が新体系等へ移行している。  

平成18年10月時点  平成21年4月時点  平成20年4月時点  

移行状況  か所数  割合  

移行  

地域活動支援センター   450か所   7．6％  

個別給付事業   163か所   2．8％（●一   
●●  

個別給付事業との統合等   144か所   2，4％   

小規模作業所のまま存続  5，150か所  87．2％   

合計  5．907か所  100．0％   

か所数   割合   

1，828か所  30．7％   

1，010か所  17．0％く．   

328か所   5．5％   

2，783か所  46．8％   

5．949か所  100．0％   

か所数  割合  

2．238か所  37．9％   

1，417か所  24．0％く   

379か所   6．4％   

1．870か所  31．7％   

5，904か所  100．0％   

（参考）  

100．0％）   

（59，4％）   

一一■＝＝■■●■■ （2ト5％） ■■＝＝■■■一一●   

（19．0％）  

（参考）  

100．0％）   

（57．7％）   

1■■＝■＝■ －●●  

（31．9％）  
●－＝■■●－■■－●   

（10．4％）  

（参考）   

（100．0％）   

（55．5％）   

●■一＝＝＝■－ 

（351％） ● 
●■＝＝●●一一●   

（9．4％）   

平成18年  

4月時点   

小規模   
作業所  

5，777か所  

こ‾ミて二二 1－  

平成18年10月時点  平成20年4月時点  平成21年4月時点  

個別給付と統合等  
328か所  個別給付と統合等 ∽  37gか所  

）  

※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ   





小規模作業所の新体系等への移行状況調査【都道府県別：移行か所数】  

700  
（平成21年4月時点）  

442  
存続1，870か所  

600  移行4，034か所（移行率＝68．3％）  

疫   

鼻㍍ 罰  

500  ㌘軍く  ーm〉∧一心ノーーー…一■′－一仙－－－－一一一一一一 

400  

‡＝宗  

36  
くた：ト）  

車亀  琵葦  

65  

北青岩宮秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和島島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖  
海森手城田形烏城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取根山鳥 口 島川媛知岡賀崎本分崎児縄  
道県県県県県県県県県県県都川県県県県県県県県県県県府府県県山県県県県県県県県県県県県県県県鳥県  

県  県  県  

※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ  



（資料2－1）  

聴覚障害者情報提供施設 設置状況  

（平成21年12月22日現在）  

都道府県（市）   設直   設置予定   都道府県（市）   設置   設置予定   

北海道  岡山県   ○  

青森県   ○  広島県  

岩手県   ○  山口県   ○  

宮城嗅  徳島県   ○  

秋田県  香川県   ○  

山形県  愛媛県   ○  

福島県  高知県  平成23年度   

茨城県   ○  福岡県   ○  

栃木県   ○  佐賀県  

群馬県   ○  長崎県   ○  

埼玉県   ○  熊本県   ○  

千葉県   ○  大分県   ○  

東京都   ○  宮崎県   ○  

神奈川県   （⊃  鹿児島県   ○  

新潟県   ○  沖縄県  

富山県   （⊃  札幌市   ○  

石川県   （⊃  仙台市  

福井県  平成24年度  さいたま市  

山梨県   ○  千葉市  

長野県   ○  横浜市   ○  

岐阜県   ○  川崎市   ○  

静岡県   ○  新潟市  

愛知県  静岡市  

三重県  浜松市  

滋賀県   ○  名古屋市   ○  

京都府  京都市・   ○  

大阪府  平成23年度   大阪市  

兵庫県   ○  堺市  平成23年度   

奈良県  平成24年度   神戸市  

和歌山県   ○  広島市  

鳥取県  北九州市   ○  

島根県   ○  福岡市  

計   3テ  

※「設置」の内容は、身体障害者保護費負担金の交付状況等に基づくものである。  

※「設置予定」は、平成19年12月に障害者施策推進本部にて決定された「重点施策  

実施5か年計画」に基づいて、平成24年度までの設置予定を確認したものである。  

※施設の設置数は「38」となる。（島根．県において2か所設置）  

－26－  
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（資料2－2）  

視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」の概要   

「サピエ」は、視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある方々に対  

して点字、デイジーデータ（音声を利用したデータ）をはじめ、暮らしに密着  

した地域・生活情報などの情報を提供するネットワークです。日本点字図書館  

がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行います。   

「サピエ図書館」は、全国の会員施設・団体が製作または所蔵する資料の目  

録ならびに点字・音声図書出版目録からなる、点字図書や録音図書の全国最大  

の書誌データベース（約47万件）として活用されます。   

また、10万タイトルの点字データ、2万タイトルのデイジーデータを保有  

する予定で、個人会員はこの点字・デイジーデータを全国どこからでも、ある  

いは海外にいてもダウンロードが可能です。読みたい本を自由に選べ、直接入  

手できますので視覚障害者等の読書の自由が広がります。   

図書データだけでなく地域に密着した種々の情報も提供します。地元の情報  

だけでなく、全国から地域やジャンルを選ぶことができ、居ながら1ニじで全国  

各地の情報が得られます。   

施設・団体は、地元の自治体、企業やボランティアの協力を得て、視覚障害  

者等への地域の情報発信源として、情報提供の幅を広げることができます。   

お気に入り情報やリンク集など、インターネットの利用がより楽しくなる機  

能を備えます。どなたでも、サピエ図書館の書誌を検索し、地域情報の見出し  

をみることができ、インターネットから得た情報を地域の情報提供施設に確認  

できます。   

施設・団体に向けては、点字図書■音声図書等の製作の効率化を図るため、  

インターネットを利用した製作や、製作者同士が連携しやすいシステムを提供  

し、製作時間の短縮によって会員・地域施設の利用者へのサービス向上を実現  

します。   

「チビェノぼ、インターネッ（を虚↓て、全ノ野の忍者犀害者筈、ボランティ  

ア、傍穿産錐彪訝・／野藤一をつなぐ／繊／捲∂如とね サととこンティア＝ ラ  

テン別 の広場【をめざLま■ダニ  

一27一   



（資料2－3）  

障害者IT総合推進事業 都道府県別実施状況（平成21年度）  

都道府県名  
障害者ITサホ○－  

備考   都道府県名  
障害者ITサホ■－  

備考  

トセンター運営事業  トセンター運営事業   

北海道  団休実施の類似事 業へ補助  滋賀県   
○   ○  

青森県   ○   ○  京都府   ○   ○  

岩手県   ○  大阪府   ○   ○  

宮城廉   ○   ○  兵庫県  
県単独で類似事業  
を実施   

秋田県  奈良県   ○   ○  

山形県   ○  和歌山県   ○  

福島県   ○  鳥取県  
県単独で類似事業  
を実施   

茨城県   ○   ○  島根県   ○  

栃木県   ○  岡山県   （⊃   ○  

群馬県   ○   ○  広島県   ○   ○  

埼玉県   ○   ○  山口県   ○   ○  

千葉県   ○   ○  徳島嗅  県単独で類似事業  
を実施   

東京都   ○   ○  香川県   ○  

神奈川県   ○   ○  愛媛県   ○  

新潟県  高知県   ○  

富山県   ○  福岡県   ○  

石川県   ○   ○  佐賀県   ○   ○  

福井県   ○   ○  長崎県   ○  

山梨県   ○   ○  熊本県   ○   （⊃  

長野県   ○   ○  大分県   0  

岐阜県   ○   ○  宮崎県  

静岡県   ○   ○  鹿児島県   ○   ○  

愛知県   ○  ○  沖縄県  
／  

（23年4月よ  
三重県   り開始予定）  計   38   25  

＊平成22年1月未調査時点における状況。  

－28－   
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（資料2－5）  

都道府県・指定都市別障害者スポーツ指導員登録者数  

平成21年12月31日現在  

各都道府県  
指定都市  初級   中級   上級   コーチ   

北海道   473   418   49   6   2   

青森県   147   119   19   9   

岩手県   151   120   28   3   0   

宮城県   261   213   46   2   0   

秋 田 県   251   218   30   3   2   

山 形県   179   147   23   9   0   

福 島県   334   300   29   5   0   

茨城県   561   524   31   6   0   

栃木県   312   288   19   5   

群馬 県   247   212   25   10   3   

埼玉県   1082   941   85   56   10   

千葉県   621   552   58   4   

東京都   1661   1416   165   80   13   

神奈川県   602   518   66   18   3   

新潟県   580   523   48   9   

富 山 県   238   204   23   

石川 県   172   154   15   3   0   

福 井県   146   134   12   0   0   

山 梨県   52   44   7   0   

長 野県   441   374   49   18   4   

岐阜県   246   218   25   3   

静 岡 県   480   429   34   17   

愛知県   911   832   52   27   3   

三重県   413   388   17   8   2   

滋賀 県   272   213   44   15   0   

京都府   232   207   20   5   

大阪府   1081   849   202   30   4   

兵庫県   728   621   90   17   4   

奈 良 県   232   185   40   7   0   

和歌山県   288   258   28   2   

鳥取県   146   139   6   0   

島根 県   68   60   5   3   0   

岡山県岡山市   376   343   27   6   0   

広 島 県   249   221   19   9   

山 口 県   402   362   34   6   3   

徳島県   154   140   3   

香川 県   181   159   18   4   0   

愛媛県   197   179   13   5   

高 知 県   241   167   64   10   2   

福 岡 県   682   617   54   

佐賀 県   143   135   6   2   

長崎県   205   196   7   2   0   

熊本県   335   298   28   9   2   

大分 県   604   508   87   9   

宮崎県   281   269   0   

鹿児島県   276   235   39   2   

沖縄県   171   140   22   9   0   

札幌市   269   226   32   0   

仙 台 市   230   158   64   8   0   

さいたま市   155   147   7   0   

千葉市   82   74   5   3   0   

横浜市   582   532   39   

川 崎市   163   154   7   2   0   

新潟市   29   26   2   0   

静岡 市   88   86   2   0   0   

浜松市   45   40   5   0   0   

名古屋市   310   261   33   16   3   

京都市   204   158   32   14   4   

大 阪市   428   324   69   35   9   

堺市   39   34   2   3   神戸市  323  265  45  13  3   
広島市   164   129   27   8   3   

北九州市   258   240   13   5   

福 岡 市   281   230   39   12   3   

合 計   21，755   18，871   2，253   631   104   

（財）日本障害者スポーツ協会  

ー30－   



（資料2－6）  

都道府県一指定都市障害者スポーツ協会一覧表  

団体名   郵便番号   住所   
対象とする障害  
身体知的精神   

山  北海道  （財）北海道障害者スホq－ツ振興協会   060－0002  札幌市中央区北2条酉7丁目1道民活動センター   ○  ○  ○   
2  青森県  （財）青森県身体障害者福祉団体連合会  

・NPO法人青森県障害者スホ○－ツ協会   030－0122  青森市大宇野尻字今田52－4   ○  ○  ○   

3  岩手県  岩手県障がい者社会参加推進センター   020－0831  盛岡市三本柳8－1－3ふれあいラント◆岩手内   ○  ○  ○   
4  秋田県  秋田県障害者摘●一ツ協会   010－0922  秋田市旭北栄町ト5秋田県社会福祉会館内   ○  ○  ○   
5  宮城県  宮城県障害者スホ’－ツ協会   983－0836  仙台市宮城野区幸町4－6－2   ○  ○  ○   
6  山形県  山形県障害者スホ○－ツ協会   990－2231  山形市大字大森385番地山形県身体障害者福祉会館内   ○  ○  ○   

福島県  （財）福島県障がい者スホD一ツ協会   960－8670  福島市杉妻町2－16福島県保健福祉部自立支援総圭障がい福祉課内  ○  ○  ○   

8  茨城県  茨城県障害者久木○－ツ・文化協会   310－8555  水戸市笠原町9了8－6茨城県保健福祉部障害福祉課内   ○  ○  ○   
9  栃木県  栃木県障害者スホ’一ツ協会   320－8508  宇都宮市若草ト10－6とちぎ福祉フ○ラサ◆内   ○  ○  

10 u  群馬県   
群馬県身体障害者諏㌧ッ協会   37ト0843  前橋市新前橋町13－12   ○  
群馬県知的障害者ス軒一ツ協会   379－2214  伊勢崎市下触町238－3  ○  

12  埼玉県  埼玉県障害者スホーーツ協会   330－0843  さいたま市大宮区吉敷町1－124埼玉県大宮合同庁舎3階   ○  ○  ○   
13  千葉県  干葉県障害者スホ○－ツ・レクリトション協会   263－0016  千葉市稲毛区天台6一ト1   ○  ○  ○   
14  東京都  公益社団法人東京都障害者袖○－ツ協会   162－0823  新宿区神楽河岸1－1セントラルプラサ◆12F   ○  ○  ○   
15  神奈川県  神奈川県障害者社会参加推進セント   22ト0844  横浜市神奈川区沢渡4－2神奈川県社会福祉会館内   ○  （⊃  ○   

16  新潟県  新潟県障害者スホ○－ツ協会   950－0121  新潟市江南区亀田向陽ト9－1新潟ふれ愛アラサー内   ○  ○  ○   
17  冨山県  富山県障害者スホD－ツ協会   931－8443  冨山市下飯野新田70－4   ○  ○  ○   
18  石川県  石川県障害者スホ■－ツ協会   920－8557  金沢市本多町3－ト10   ○  ○  ○   
19  福井県  

20  山梨県  山梨県障害者スホ由一ツ協会   400－0005  甲府市北新ト2－12山梨県福祉プラサ■1F   ○  ○  ○   
21  長野県  MPO法人 長野県障がい者スホ○－ツ協会   38ト0008  長野市大字下駒沢586   ○  ○  ○   
22  岐阜県  岐阜県障害者スホーーツ協会   500－8385  岐阜市下奈良2－2－1岐阜県福祉会館5階   ○  ○  ○   

23  静岡県  （財）静岡県障害者スホ’－ツ協会   420－0856  静岡市薬区駿府町ト70総合社会福祉会館   ○  ○  ○   
24  愛知県  （社福）愛知県社会福祉協議会障害者スホ○－ツ振興センター  460－0001  名古屋市中区三の丸ト7－2   ○  ○  
25  三重県  三重県障害者スホ○－ツ協会   514－0113  津市一身田大吉曽670－2   ○  （⊃  ○   

26  滋賀県  滋賀県障害者スホ’－ツ協会   5200037  大津市御陵町4－1滋賀県立スポーツ会館内   ○  ○  ○   

27  京都府  京都障害者袖㌧ッ振興会   606】8106  京都市左京区高野玉同町5京都市障害者スホ○－ツセント内  ○  ○  ○   

28  大阪府  大阪府障がい者スホ○－ツ振興協会   540－8570  大阪市中央区大手前2丁目大阪府健康福祉部障がい保健福 祉室自立支会加支グル 
援課社参援ープ内   

29  兵庫県  （財）兵庫県障害者スホ凸－ツ協会   
650－8567  神戸市中央区下山手通5－10－1兵庫県健康福祉部障害福祉 局害支内  ○  ○  ○   

障者援課  
30  奈良県  奈良県障害者スホ○一ツ協会   636－0344  機械部田原本町宮森34－4奈良県心身障害者福祉センター内  ○  ○  

31  和歌山県  和歌山県障害者スポーツ協会   64ト0014  和歌山市毛見143トZ18 和歌山黒子ども・障害者相談センター内   ○  ○  

32  鳥取県  鳥取県障害者スホ■－ツ協会   689－0201  鳥取市伏野2259－17しらはま交流セント内   ○  ○  ○   
33  島根県  （財）島根県障害者スホ○－ツ協会   690－0011  松江市東津田町174ト3いきいきプラザ島根内   ○  ○  ○   
34  岡山県  岡山県障害者スホ○－ツ協会   700－8570  岡山市内山下2－4－6 岡山県保健福祉部障害福祉課内  ○  （⊃  ○   

35  広島県  

36  山口県  一般社団法人山口県障害者スホ○－ツ協会   753－0072  山口市大手町9－6山口県社会福祉会館2F   ○  ○  ○   

37  徳島県  （財）とくしまノーマライセ■－シ］ン促進協会   770－0005  徳島市南矢三町2－ト59徳島県立障害者交三充フ○ラサ◆2F  ○  ○  ○   

38  香川県  

39  愛媛県  愛媛県身休障害者ス木口－ツ協会   790－8553  松山市持田町3－8－15愛媛県総合社会福祉会館内   ○  
40  高知県  （社福）高知県社会福祉協議会 障害者スホ○一ツセンター  78ト0313  高知市春野町内ノ谷1－1   ○  ○  ○   

41  福岡県  福岡県障害者スポーツ協会   816－0804  春日市原町3－1－7福岡県総合福祉センター6階   ○  ○  ○   
42  佐賀県  佐賀県障害者スホ○－ツ協会   840－0851  佐賀市天祐ト8－5勤労身休障害者教養文化休育館内   ○  ○  ○   
43  長崎県  長崎県障害者スポーツ協会   852－8104  長崎市茂里町3－24 長崎県総合福祉センター内   ○  ○  ○   
44  熊本県  熊本県障害者スホ○－ツ・文化協会   861－8039  熊本市長嶺南2－3－2 熊本県立身体障害者福祉センター内  ○  ○  ○   

45  大分県  大分県障がい者体育協会   870－8501  大分市大手町3－ト1大分県福祉保健部障害福祉課内   ○  ○  ○   

46  宮崎県  宮崎県障害者錘‘－ツ協会   880－0007  宮崎市原町2－22   ○  ○  ○   
4了  鹿児島県  鹿児島県障害者スホ○－ツ協会   890－0021  鹿児島市小野1－1－1  ハートビアかごしま3F   ○  ○  ○   
48  沖縄県  

49  札幌市  （社）札幌市障害者袖○一ツ振興協会   063－0802  札幌市西区二十四軒2条6丁目 札幌市身体障害者福祉センター内   ○  ○  
50  仙台市  仙台市障害者スホ○－ツ協会   983－0039  仙台市宮城野区新田東4－1－1新田乗総合運動場内   ○  ○  ○   
51  さ一＼たま市  

52  千葉市  

54  川崎市  

55  新潟市  

56  静岡市  

57  浜松市  NPO法人 浜松市障害者スポーツ協会   432－  浜松市中区佐鳴台3－52－23   ○  ○  ○   
465－0055  名古屋市名東区勢子坊2－1501名古屋市障害者ス示●－ツセント内   ○  ○  ○   
606－8106  京都市左京区高野玉同町5   ○  ○  ○   
546－0034  大飯市東住吉区長居公園卜32  大阪市長居障害者ス木■－ワセント・スポーツ振興部内   ○  ○  

651－0086  神戸市中央区機上通3－ト32  神戸市立こうぺ市民福祉交流セント内  ○  ○  ○   

732－0052  広島市東区光町2－ト5 広島市心身障害者福祉センター内  ○  ○  ○   

802－0803  北九州市小倉南区春ヶ丘10－5 北九州布陣害者錘●－ツセンター内   ○  ○  ○   
53  横浜市                                                                               58  名古屋市  名古屋市障害者スホ○－ツ協会            59  京都市  （財）京都市障害者スホ○一ツ協会            60  大阪市  （社福）大阪市障害者福祉・スホ○－ツ協会              61  堺市              62  神戸市  （財）神戸市障害者スポーツ協会              63  岡山市              64  広島市  広島市障害者スホ●一ツ協会             65  北九州市  北九州市障害者スホ●－ツ協会             66  福岡市  福岡市障がい者スホ○－ツ・レクリエーシ］ン振興会   810－0062  福岡市中央区荒戸3－3－39  福岡市市民福祉アラサ●3階  ○  ○  ○   

資料：（財）日本障害者スポーツ協会  
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（資料2－7）  

○広州2010アジアパラ競技大会  

1．開催期間：平成22年12月12日（日）～12月19日（目）   

2．開催地：中国・広州市   

3．王  催：アジアパラリンピック委員会  

広州2010アジアパラ競技大会組織委員会  

アーチェリー、陸上競技、バドミントン、ボッチヤ、  

自転車、車いすフェンシング、ゴールボール、柔道、  

パワーリフティング、ボート、射撃、7人制サッカー、  

5人制サッカー、水泳、卓球、テンピンボウリング、  

シソティングバレーボール、車椅子バスケットボール、  

車いすテニス  

4．実施競技   

（19競技）  

○ハイタトラス2011デフリンピック（第17回冬季デフリンピック）  

1．開催期間：平成23年2月18日（金）～2月26日（土）   

2．開 催地：スロバキア・ハイタトラス   

3．主  催：国際ろうスポーツ委員会  
ハイタトラス2011デフリンピック組織委員会   

4．実施競技：アルペンスキー、クロスカントリースキー、フリースタ   

（6競技）イルスキー（＊1）、スノーボード、カーリング（＊2）、  

アイスホッケー  

＊1フリースタイル・スキーの開催は審議中。   

＊2カーリングは新規競技  
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（資料2－8）  

第10回全国障害者スポーツ大会（ゆめ半島千葉大会）  

1．開催期間  

平成22年10月23日（土）～25日（月）   

2．大会のスローガン  

ゆめ半島 みんなが主役 花咲く笑顔   

3．実施競技  

個人競技（6競技）  

陸上競技【身体・知的】  

水泳【身体・知的】  

アーチェリー【身体】  

卓球【身体。知的】（サウンドテープ㍉レテニス【身体】を含む）  

フライングディスク【身体・知的】  

ボウリング【知的】  

団体競技（7競技）  

バスケットボール【知的】  

車椅子バスケットボール【身体】  

ソフトボール【知的】  

フットベースボール【知的】  

グランドソフトボール【身体】  

バレー ボール【身体・知的・精神】  

サッカー【知的】   

4．大会を支えるボランティア  

大会運営ボランティア 約3，500名  
情報支援ボランティア 約700名  

手話 約300名  

手書き要約筆記 約300名  
パソコン要約筆記 約100名  

選手団担当ボランティア 約800名  
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5．都道府県・指定都市別個人協議参加枠割当数  

個人競技参加枠割当数  
都道府県（市）  

個人競技参加枠割当数  

身体   知的   
都道府県（市）  

合計  身体   知的   合計   

北海道   29   国  広島県   13   18   31   

青森県   16   27  山口県  18   22   40   

岩手県   10   25  徳島県   9   12   21   

宮城県   10   15   25  香川県   10 12   22   

秋田県   13   24  愛媛県   13   16   29   

山形県   10   13   23  高知県   9   20   

福島県   15   34  福岡県   18   23   41   

茨城県   27   44  佐賀県   9   13   22   

栃木県   15   22   3了  長崎県   13   30   

群馬県   15   22   37  熊本県   15   19   34   

埼玉県   26   39   65  大分県   12   14   26   

千葉県   65   96   161  宮崎県   15   26   

東京都   58   72   130  鹿児島県   16   20   36   

神奈川県   19   28   47  沖縄県   
皿   

17   28   

新潟県   22   30   52  札幌市   13   17   30   

富山県   10   12   22  仙台市   7   12   19   

石川県   9   12   21  さいたま市   10   16   26   

福井県   9   20  千葉市   27   40   67   

山梨県   12   16   28′  横浜市   17   29   46   

長野県   15   21   36  川崎市   28   

岐阜県   14   19   33  相模原市   9   14   23   

静岡県   12   19   31  新潟市   17   25   42   

愛知県   21   33   54  静岡市   7   10   

三重県   12   28  浜松市   7   10   

滋賀県   10   15   25  名古屋市   13   18   31   

京都府   14   25  京都市   13   16   29   

大阪府   27   37   64  大阪市   18   22   40   

兵庫県   22   28   50  堺市   8   19   

奈良県   12   14   26  神戸市   13   15   28   

和歌山県   10   13   23  岡山市   10   

鳥取県   8   10   18  広島市   9   12   21   

島根県   12   21  北九州市   10   14   24   

岡山県   14   25  福岡市   9   13   22  

合 計   969  1，329  2，298   
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（資料2t9）  

すだ青くん   

全国の障害のある方の芸術一文化祭である「第10回全国障害者芸  

術・文化祭とくしま大会」が平成22年12月に徳島県で開催されま  

す。   

この大会が全国の皆さんに親しんでいただけるよう、大会の愛称及  

びマスコット「すだちくん」のデザインを募集します。  

たくさんのご応募をお待ちしています。   

（1）本大会の愛称を募集します。  

（2）本大会のマスコットとしてふさわしい、「すだちくん」のデザインを募集します。   

姿勢、洋服、アクセサリーなど、自由にデザインしてください。  

平成22年3月23日（火）  

愛称、「すだちくん」デザインとも、最優秀賞各1点、優秀賞各2点を決定します。  

最優秀賞  各1点  賞状及び賞品（県産品）   

優秀賞  各2点  賞状及び賞品（県産品）  

＊最優秀賞及び優秀賞について、同一作品が多数の場合は抽選で決定します。  
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どなたでも応募できます。  

（1）所定の応募用紙、はがき、A4判用紙、電子媒体（CD－Rに限る）による郵送  

又は電子メールのいずれかとします。  

いずれの場合にも、氏名（ふりがな）、年齢、職業（又は学校名、学年）、住所、   

電話番号、電子メール、応募内容についての簡単な説明を明記してください。  

＊当個人情報は、本募集に関する目的以外には使用しません。  

（2）作品は、一人何点でも応募できますが、自作、未発表のもので、応募者本人の   

オリジナルであること、作品の中に第三者が著作権等の権利を有している著作  

物等を利用していないことが条件です。  

（3）デザインを電子メール添付で応募される場合は、ファイル形式を、jpg形式、   

PDF形式のいずれかとし、ファイルサイズを50OKB以下としてください。   

圧縮される場合は、LZH形式、ZIP形式のいずれかとしてください。  

電子媒体（CD－R）で郵送いただく場合も同様の形式としてください。  

（4）応募作品を電子メールでお送りいただく場合は、件名を「愛称応募」、『「す  

だちくん」デザイン応募』としてください。  

（1）作品の審査は、第10回全国障害者芸術・文化祭とくしま大会実行委員会で行い  

ます。  

（2）発表はホームページ上に掲載するほか、入賞者に直接連絡します。  

（3）入賞された場合、氏名及び住所（市区町村名まで）を公表させていただきます。  

（4）表彰式は別途行います。  

（1）著作権■使用権等入賞作品に係る●一切の権利lよ本大会実行委員会に帰属します。  

（2）入賞作晶の使用にあたっては、補作一修正をさせていただくことがあります。  

（3）応募者は、応募事業の紹介や記録のために、本大会実行委員会が応募作品を利  

用することを認めることとします。  

（4）応募作品は返却いたしません。  

（5）応募作品に関する不採用理由等についてはお答えできません。  

（6）入賞作品がすでに他で使用されているものと同じ、あるいは、類似していること   

が判明した場合には、審査結果発表後であっても賞を取り消すことがあります。  

【応募・問い合わせ先】  

〒770－8570 徳島市万代町1丁目1 徳島県保健福祉部障害福祉課内  
第10回全国障害者芸術・文化祭とくしま大会実行委員会事務局  
電話：088－62ト2Z48  FAX：088－62ト2241  

E－ma‖：SyOugaifukushika＠pref．tokushima 
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（資料2－10）  

国際障害者交流センターの概要   

1．名称及び愛称  

「国際障害者交流センター」（愛称：ビッグ・アイ）   

2．所在地  

大阪府堺市南区茶山台1－8－1   

3．施設規模  

地上3階地上1階建（敷地面積約8，000汀f，延床面積約12，000nf）   

4．主な施設内容  

多目的ホール  

［客席約1，500席、車椅子利用の場合約1，000席（うち車椅子席約300席）］  

宿泊室［35室（洋室26室、和室6室、和洋室2室、重度障害者対応室1室）］  
大・中・小研修室  

バリアフリープラザ（情報・相談コーナー）  

レストラン（50席）  

駐車場   

5．障害者のための特別な機能  

大型映像設備、集団補聴設備、同時通訳補助設備を設けた多目的ホール  

館内自動音声案内設備  

広い空間を確保したバリアフリー仕様の宿泊室  

文字表示・発光・振動機能を有した緊急時にも対応できる館内案内設備  

光点滅式避難誘導設備 等   

6．主な事業■  

障害者芸術・文化活動支援事業  

国際交流事業  

災害支援ホヾランティアリータヾ－養成研修事業  

障害関係福祉情報等提供事業   

7．施設の利用予約及び料金等の問合せ先  

TEL：072－290－0900  

FAX：072→290－0920  

URL：http：／／big－i．jp／  

【37一   
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（資料2－11）  

行政刷新会議「事業仕分け」  

匪亘垂頂面云可  

評価者のコメント   

事業番号2－40国連一障害者の十年記念施設運営委託費  

●財団は施設管理を委託する団体としてふさわしくないのではないか。適切な団体・法人等に競走により委   

託すべき。  

●再委託をやめ直接委託に切り替え4，000万円削減。ホールの稼働率も上げること。  

●根本的に可能性調査を入れ、目標設定をし直すべき。  

●委託のコストが高すぎる。是正すべき。利用料見直し。  

●補助事業の見直しが必要。独自収益事業を考えるべき。事業費の2～3割くらいは削減可能ではない   

か。  

●利用料が高く障害者、一般ともに使用者が増えていない。これも見直すべき。  

●ここでもまた箱モノ事業が行われている。施設費（光熱費、保守業務等）も割高だが、わずか年10％程度   

のホールを利用した自主企画イベントしか行っていないのに、1億1千万円かけている。例として上がっ   

た障害者アート展に（ホール代はかからないので）800万円／回かけているというのも、企画運営業者に   

丸投げしているからではないか。それでは財団スタッフの専門性や業務の意味合いは何なのか問われて   

しまうだろう。  

●同施設は売却を含め抜本的に見直し。むしろ民間及び公設既存設備のバリアフリー化を推進すべき。  

WGの評価結果  

国連・障害者の十年記念施設運営委託費  

見直しを行う  
（廃止1名 自治体／民間0名 見直しを行わない○名   

見直しを行う：  

ア．財団への委託をやめ民間へ直接委託6名  

イ．施設運営の効率化5名  

り．その他1名）  

とりまとめコメント   

折角、すばらしい理念の下で作った施設なので、有効に利用していただきたい。財団への   

委託をやめ、民間への直接委託とすること及び運営の更なる効率化をめざしていただきた  

い。  

－39－   



（資料2－12）  

手話通訳技能認定試験 都道府県別合格者数   

（単位：名）  

第21回試験  合格者数  

都道府県名     合格者数 累計  都道府県名  第21回試験  累計  

北海道   21   10   75   滋賀県   13   5   3 2   

青森県   10   3   24  京都府   20   8   100   

岩手県   5   1   20  大阪府   6 3   18   171   

宮城県   5   1   28  兵庫県   61   28   114   

秋 田 県   5   1   13  奈良県   6   3   31   

山形県   4   0   12  和歌山県   7   2   26   

福島県   1‘6   6   40  鳥取県   2   1   10   

茨城県   12   2   26   島根県   3   1   11   

栃木県   5   3   20   岡，山 県   8   5   3 2   

群馬県   20   6   53  広島県   17   8   5 3   

埼玉県   98   19   176   山 口 県   18   4   2 3   

千葉県   30   9   6 2  徳島県   6   1   14   

東京都  212   61   58 3  香川 県   11   0   19   

神奈川県   81   30   272  愛媛県   12   3   2 7   

新潟県   9   3   21   高知県   8   3   18   

富 山 県   2   1   12  福岡県   3 3   14   9 5   

石川 県   12   5   30  佐賀県   4   2   6   

福井県   3   2   10  長崎県   7   1   24   

山梨県   9   3   24  熊本県   10   1   2 7   

長野県   15   4   35   大分県   10   3   20   

岐阜県   5   2   23   宮崎県   9   2   19   

静岡県   31   10   5 5  鹿児島県   16   2   2 5   

愛知県   33   12   8 7  沖縄県   3   0   7   

三重県   14   2   38   合 計   1，004   311  2，643   

上記の合格者数は、合格発表日現在の住所による数である。  

上記には政令指定都市在住者の数を含む。  
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〔再掲〕政令指定都市別申込者数・合格者数  （単位：名）  

政令指定   第21回試験  合格者数  政令指定  合格者数   

都市名  申込者数  合格者数   累 計   都市名  申込者数  合格者数   累計   

札幌市   6   4   35  名古屋市   9   5   3 2   

仙台市   3   1   18  京都市   14   6   56   

さいたま市   10   2   36  大阪市   14   5   33   

千葉市   2   0   6  堺  市  8  6  2 5   
横浜市   44   14   101  神戸市   22   13   46   

川崎市   14   5   42  岡 山市   2   1   20   

新潟市   3   2   11  広島市   11   6   2 9   

静岡市   4   2   19  北九州市   6   3   2 2   

8   7   30  

合 計   184   83   56 9   
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（資料2－13）  
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i し ●▼   二・丁  －      t▼            d＝い．           鼻哺者猪飴煮法泣、紗鎧だめ不自由恕Åの自立と故意泰旛奄助げるため必法様です∈平成1堆年相即田  
－ ∴・・● 升ヽ   二「■一て1ナ■．  ‾」竹∴、  巨人   す‾】∴1◆亡く  

膝行十この法掛こよって、交通縁閏や土上芸施設にほしょ犬が同伴てきる，貫う：こなり、辛式15年10月1日からは、  
」．二▼        d∵・＿                       ．，ヽ   ′「止ヽ  

1J▲丁■こ■■J 

．こ●7」▲ ユーハーマーケットやレストラン・爪テルなとの－一短粥な流設にも・甲伴でき盲ヰラになりました・         ・．・「    L＿   ナ・■ご   JT・・＿  ．÷ ；   ■．T・、                     十こゝ「」丁、  
さらに、平成19年12月に浣持の－一詔が誼正されました。おもな改正卓はつきの2点てす。  

． ∴ ■ ■．．■   －▲ － ● ■ル  

ーヽ l          一 日 、－′－         鴫■＋、 一－ 一驚認現題上菅詳録で臥努精してむ幡善珊登㊥櫻じよ黄綬周  ′＿．■′■†■ 掛璽華啓墾酢禦㌘吾が撃墜攣響郡・ヨ諏監竃伝  
統為市野竪琴薫苧、苧郡に頗訂乳蒙すけ  
（平成別年1月1日篤行）  

撃野望武野務野哲学零す，  

（平氏20年相月1日施行）  

n、ヽ  

－41－   



（
碑
茸
N
－
一
£
 
 
 

打▲     し● ■▲l じょ犬の種類  

七う か けÅ 盲導犬   

▲     ▲  こ ■●    ■◆    ■－ ■一 己の不自由な人が音量に い■■エ▲  

萄なか壱歩けるように、丹 ▲廿■で山  
蕗領癒料穐隠抄転教ぇま  

應唱・烏山 す．敵組ロ＼－ネスせつけ 如：  
鶴囁鵬竜頭です穏  

かい じJ け人 介助犬 ■  

毒急が遠島晶な鼠に義ね 盛闘  

って、樗としたものせ摺っ  
● たり、ドア電場けたり、スイ ■●  
ッチ専一写したりします。■  
㌢礪 がえも手伝いますで  

敷ヒ争 ど語 け鬼 聴導犬  

■一    一  二 ■t    い    ■ 耳が不由由な人に代わっ  

て壷重森乱智粗堆せ                            ゝ  

髄 ます丁零のウラウションや ▲・●こ■1  

ドアチャイムの音、非常ぺ  
胤 撤紘ど級数急ま甘轡  
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▲  こ・ M    ひさ       て り亡                不自由恕ふ恕毒響転むちをす乳歯導光、  
■▲、二J 汀人  し∫7 ∫モ け．㌧  

館観光琴療背光叡這恕ですむ汐うだ昭  
ゝご■1けユ 
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静   電，ヾ             J箋鱒笥く 加を鱒柑るた均の詰襟くで  
ミi －  l一 －． ■ヽ ～  
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贅紫雲ナÅ斬ること軋茎費鱒噂嘗帯滴  ∵
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‘． 「．    ヒ．ヽ   ．■1二ヽミi －               せ渾感服将凝爛1日施行、きゃ登ら、に艶療養脱  
ごL，▼－し＋lr＿亡－r■こ の囁を広けられるように．平成19E■12f引ここの  
」  一．【1  ．t ■    ト、 ■．・  √ ■い1ヽ  

法豚嘩脚部が改正凄れ諾した。おもな凛正療  

′lt で義軒コけられています】「犬だから」  

ー●■・・ 理由で受け鼠範を軽電せぜまこ、轟た  

■ヽ 守ってくたさい←  

はつぎの2点てす．；  L紺ノ等 こ．シ1－－一荊絹て  

」人亡．、、∫モrと・し◆ J JJlTh ぱつ  

k        し－■＿てl・ 要一身障醸審恕減駿東法遥葺二基つL箋で捷澄  

．「・ 一、リ   ・：／．h人  

．l           「 郵船翫紆監嘲瀾魔儲闇腰愛せ常㍍厨軌  
漣触＼ きぢ＜・七∴・－さ・ヾ∵「′㌧ト育て∵‾：一案：’、－・’  
王一丁▲・いLと 丁・一－†ノ守れ告し、ネ＋Å．チエモ，1ニきごボ、＿・－－∴・  

Iい ■L・丁■  こ1I▲つ ．■‾▼－    「 ■．1  

て藩登抱で宮¢だ封う≠公共嶺鰹轡菜濾  

療軌L～あ短毛て丸 印Ⅳ干iミしせ 学万民●÷い†ユーノ、・「ご∴  
ぱl頑朗弧  

など愈む嗜監略説場所義二職繹で孝愛す藁  

：J、－－ハーーマーケットて  

．tJ．                ↓  し l■て    丁ご≡   i：l卜． 療法轟離れ恐喝麿蘭薄儀感庵藩減鳩蟻ほ  
し●計．、き▲．▼   亡r  

l∴も 拙銅紐橡紗那封軒紅組出演蹴沈思  

I． ：．‥＼ヰ．・・、ヒ丁こ仁．てくしさい、  

レフトランて  亘由て  

組 む 獲き   誹′ヒ  」・■ ●′，l  

からだの不自由な人たちが、ほしょ犬といっしょに当たりまえに苦らせる社会をつくりましょう。   
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（別添）  

※本資料は現時点での案であり、今後、変更があり得るものである   

政策動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細かな活動等に  
対し助成を行い、高齢者・障害者が自立した生活を送れるよう、また、子どもたちが健やかに安心  

して成長できるよう必要な支援等を行うことを目的とする。  

独立行政法人福祉医療機構は、次の事業を実施するものとする。  
（1）先進的・独創的活動支援事業  

社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業、全国又は広域的な普及■波及を念頭に制度や  
施策を補完・充実させる事業  

（2）地域活動支援事業  

社会福祉諸制度の谷間や制度外のニーズ、地域の様々な福祉ニーズに対応した地域に密着  
した事業  

（3）障害者スポーツ支援事業  

スポーツを通じ、障害者の社会参加を推進する事業  



募集期間、募集手続等の詳細は、別途お示しする予定であるが、おおよそのスケジュールは以下  

を想定しているところ。   
【既に受付済み分（平成21年10月31日までに応募済みの事業）】   

・助成事業の内定  平成22年4月上旬（22年度予算案が21年度内に成立した場合）   

【新規t内容変更分】   

・募集要領配付及び応募期間  平成22年6月中   
・助成事業の内定  7月  

（1）長寿■子育て・障害者基金については、行政刷新会議 におけ灘けlこおいてし基金   
を全恕国庫に返納し、麒2年度   
から新たに補助金を創設することとした。  

（2）長寿・子育てt障害者基金による助成金交付要里を隆に帥   
卿こととする。  

ただし、既に提 出し工いる助成金交付要望を取下げ、軸社会福   
補助金の助成噺。  

（3）他の補助制度による補助対象となった場合は、社会福祉振興助成費補助金（仮称）の助成   
の対象とはならない。  

なお、助成対象事業の分野横断的な取組、複合的な取組及び複数年助成の取扱いについて   
は、現在検討中である。  

（4）補助事業の採択は、外部有識者により構成する委員会で審議・決定するとともに、助成事   

業終了後、事後評価を行う。  
（5）補助金適正化法を適用し、実績報告が遅延する事業は返還させることがある。   



由高齢者・障害者が主体的・積極的に活動することができるよう創意工夫を活かした場の提供等を図る事業   

・地域で生きがいをもって普通の暮らしをすることを支援する事業   

・高齢者等の健康保持事業の促進、団塊の世代等による地域のコミュニティの再生に関する事業   
・認知症高齢者を地域で支え、受け入れていくための支援事業   
・高齢者・障害者の住環境問題に関する事業   

②貧困対策等社会的支援（福祉的支援）が必要な事業   

・生活保護のボーダーにある低所得者を支援する事業   

・ホームレス、ネットカフェ難民等を支援する事業   
・発達障害や医療的ケアが必要な状態にある者とその家族への支援   

・刑務所出所者への福祉的支援   

・へき地等におけるサービス提供   

③福祉t介護従事者の確保・育成に関する事業   

・福祉・介護分野に従事する者の資質の向上に関する事業   

・福祉・介護分野に従事する者の定着支援に関する事業   

・福祉・介護分野への人材の参入促進等に関する事業   

④地域や家庭における子育て支援に関する事業   

・子育て支援のネットワーク作りや安全・安心な子育て環境作りを支援する事業   

・児童虐待・DV－いじめ等により保護・支援が必要な子ども・家庭の支援事業  

■ひとり親家庭等への相談一就労等を支援する事業   

・青少年の非行防止・健全育成に関する事業   

⑤高齢者・障害者の介護を担う家族を支援するための基盤の確保及びネットワーク整備を図る事業   

・介護知識の提供・介護技術の習得を支援する事業  

■地域で介護を担う家族の一時的な休息、見守り等を支援する事業  
t在宅で安心して生活できる環境をサポートするネットワーク事業   



⑥高齢者・障害者の就労支援・権利擁護等に関する事業  

■就労支援のための場の提供、ネットワークづくり等を支援する事業   
・虐待・消費者被害等高齢者・障害者の権利擁護のため相談・支援する事業   

⑦日常生活、社会参加等を支援する福祉用具の実用化研究開発に関する事業   

⑧その他全国又は広域的な普及・波及効果が期待できる事業  

①障害者スポーツの育成■強化に関する事業   

・選手、競技団体、指導者等の育成・強化を図る事業   
・競技力向上のための研究開発・調査研究事業   

②スポーツを通じた障害者の社会参加を推進する事業   

・スポーツ大会等開催事業   

③その他障害者スポーツに関する事業   



バンクーバー2010パラリンピック冬季競技大会の概要  

1大会名称   バンクーバー2010パラリンピック冬季競技大会  

英文：Vancouver2010Paralympic Winter Games  
（通称：バンクーバー冬季パラリンピック）  

2 開催時期  

3 競技会場地  

2010年（平成22年）3月12日（金）～21日（日）［10日間］  

カナダ バンクーバー （アイススレッジホッケー、車いすカーリング）  

ウイスラー（アルペンスキー、クロスカントリー、バイアスロン）  

国際ハ0ラリンヒ0ック委員会（IPC），  

バンクーバー2010オリンヒ0ック・パラリンピック組織委員会（VANOC）  

約40ケ国・地域（予定）  

約1，350名（選手600名 役員750名）  

約95名（選手42名、コーチ等53名）＊2月12日現在  

4 運営主体  

5 参加国・地域数  

6 参加選手■役員数  

7 日本選手団  

8 実施競技  5競技  

アルペンスキー、クロスカントリー、バイアスロン、  

アイススレッジホッケー、車いすカーリング  

9 パラリンピック（冬季大会）の開催状況  

回数  開催年  開催地（国）  書姻主  実 施 競 技   

国数  人数  金  銀  銅   
＝・＝1…・－  

1    －ク   17  250   0   

0  0  0  アルヘ○ンスキー、クロスカントリースキー  イ窮湖）   
2    ヤイP 18  350   5   0  0  0    レツド   

（ノルウェー）  実  

3    インスフ 21  457  12   0  0  0  スト  サラエホヾ  
トリア）  （ユーコヾスラビア）   

4    インスフ 22  397  16   0  0  2  スキー、  か㌻ 
リア）  主三   ）   

5  1  アルヘヾ－ルビル  24  475  15   0  0  2  アルへ○ンスト、クロスカントリースキー  アルヘヾ－ルヒ◆ル  
（7ランス）  （7ランス）   

6  1  リレハン 31  492  27   0  3  3    リ 
ルクェー）  ）   

7    長野 
（日本）   

32  571  70   

12  16  13  鞍衛罰鮭缶  彗腎本）   

8  2002年  ルトレークシティー   36  416  37   0  ．0  3  アルヘ○ンス＝卜、クロスカントリースキー、  ルトレークシティー  

（H14）   （アメリカ）  ハヾィァスロン、アイススレッシ÷ホッケー   （アメリカ）   

9   アルヘ○ンスキー、クロスカントリース：卜、  

2006年  39  477  40   2  5  2   ハヾィァスロン、アイススレッゾホッケー、  （イタリア）   

（H18）   （イタけ）  車いすカーリンクヾ   

－48－  
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【競技日程】2010バンクーバー冬季パラリンピック競技大会  

2010年1月末現在  
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Vancouve「2010  

】apanTeam Manua（  

NHK バンクーバー2010パラリンピック関連番組 放映予定表  

月日   
放送時間  

曜日  
（日本時間）   

Ch   内容   

15：05－15ニ59  総合   

3月7日   臼  バンクーバーバラリンピック事前特番  
22：00－22：54   教育   

＜再放送＞  

20：00－21：00  教育   
3月13日   土  大会の最新情報を放送  

24：50－25：50   総合   

＜再放送＞  

20：00－20：25  教育   

3月14日   日  大会の最新情報を放送  
24：55－25：20   総合   

＜再放送＞  

20：00－20：25  教育   

3月15日′〉19日   月′〉金  大会の最新情報を放送  
24：10－24：35 ＜＞  総合   

再放送  

20二PO－20：25  教育   

3月20日   土  大会の最新情報を放送  
24：50－25：15 ＜送＞  総合   

再放  

20二00－20：25  教育   

3月21日   目  大会の最新情報を放送  
24：40－25：05  

＜再放送＞   

20：00－20：25  教育   

3月22日   月  大会の最新情報を放送  
24：45－25：10   総合   

＜再放送＞  

3月25日   木   22：00－22：43  総合   

バンクーバーパラt」ンピック総集編   

3月28日   日   
22：00－22：43   教育   

＜再放送＞  

＜ニュース＞  
時差がマイナス17時間のため、朝のニュース「おはよう日本」と、お昼のニュースが速報の時間帯になります。  
「ニュース7（7：00－）」、「ニュースウォッチ9（21：00－）」、「土曜スポーツタイム（22：45－23：15）」、  

サンデースポーツ（21：50－22：39）でも随時放送されます。   

＜福祉ネットワーク＞  

月田   
放送時間  

曜日  
（日本時間）   

ch   内容   

3月9日   火  22：00－22：29  教育  「クロスカントリースキー」   

3月10日   水  22：00－22：29  教育  「アルペンスキー①」   

3月11〔］   木  22：00－22：29  教育  「アルペンスキー②」   

3月12日   金  10：06－10：35  総合  「バイアスロン」   

※3月16日′）18日の閏も再放送をする予定です。  

－50－  

∴T郡I   




